令和８年度 宮崎県立美術館 博物館実習実施要項


１　目　的
　　博物館法及び同法施行規則に基づき、博物館実習を実施し、学芸員としての知識・技能の習得を図る。

２　内　容
　　美術館の運営並びに資料の収集・展示・保存、専門事項に係る調査・研究及び美術の普及活動等について講義・実習を行う。

３　実習期間
令和８年８月１９日（水）～８月２８日（金）（８日間）　 
※ 期間中の２３日（日）と２４日（月）は、実習は休みとする。

４　受入対象者
（１）原則として、本県出身者又は県内に所在する大学の在学生または卒業生。
（２）博物館法施行規則第1条に定められた博物館に関する科目の単位を履修済み又は履修
中の者。
（３）美術館の運営や業務に強い関心と意欲を有し、美術館学芸員を志望する者。
（４）原則として、美学・美術史、芸術学、絵画・彫刻、工芸・デザイン、文化財学・保存
科学などの人文科学系の芸術系や文科系分野を専攻する者。
（５）専攻が異分野・専門外であっても、美術館学芸員の仕事や博物館学の習得に強い関心　
があり、その知識や技能、その後の取得資格等を将来に役立てたいと希望する者。
（６）実習の全日程に参加可能である者。
　（７）その他、館長が適当と認めた者。　　　

５　受入者数
若干名　　　
※応募者多数の場合は、提出書類により選考を行う。

６　場　所
　　宮崎県立美術館 ほか


７　実習心得
　（１）実習時間は、本館職員の勤務時間に準ずる。
　（２）入館後速やかに出席簿に捺印する。
　（３）服務は職員に準じ、服務規律を厳守するものとする。
[bookmark: _Hlk181440721]　（４）服装は美術館職員にふさわしいものとする。
　（５）職員等の指示に従うとともに、積極的に実践活動を行う。
　（６）毎日の勤務終了時に、担当職員に実習日誌を提出し、点検を受ける。
　（７）施設見学等に経費を要する場合は、実習生の負担とする。
　（８）実習日程・内容は、都合により変更することがある。
　（９）実習中における美術館側に瑕疵のない事故等については、美術館はその責めを負
わない。

８　申込みと受付について　
（１）申込方法　
①　実習希望者本人が「博物館実習事前申込書」に必要事項を記入し、受付期間内に　　　指定のメールアドレスに申込書を添付して提出する。
※　事前申込書は、宮崎県立美術館のホームページからダウンロード可能。
　　　　　　　　　　　　　※「博物館実習事前申込書」のダウンロードはこちら
※　事情により、郵送や直接持参を希望する者は事前に電話で問い合わせること。
②　申込受付期間：令和７年１２月１日(月)～令和８年１月３１日(土)　※締切日必着

　（２） 結果通知、受講手続き
①　事前申込書の書類選考により受入れの可否を審査し、その結果を応募者に通知する。（通知は３月初旬頃）
②　受入れ可の通知を受けた者は、所属大学に依頼書の作成・送付の手続きを申し出て、所属大学から当館館長宛に「受入依頼書」（様式は問わない）を提出する。
（提出は４月末まで）
③　当館から大学宛に受入承諾書を送付する。　　　　　　　（送付は５月中旬頃）

９　問合わせ、申込み先　
　　〒８８０－００３１　宮崎県宮崎市船塚３－２１０
宮崎県立美術館 学芸課（博物館実習担当：木村）
ＴＥＬ：０９８５－２０－３７９２　　ＦＡＸ：０９８５－２０－３７９６
E-mail：kimura-yukihisa@pref.miyazaki.lg.jp（「博物館実習事前申込書」の添付・送信先）


